
浜松市浜北区高畑20番地

民商の無料なんでも相談会 
 

 
    

 

                                                        
                 
    

                                            

                          
 
                                                    

                                
                                                     

                                           
                                            

         

 

 
   

                                
 

浜北民主商工会 

所得税や消費税の確定申告、還付申告､記帳など、気軽にお立ち寄りください。

中小業者のみなさん民商に入会しませんか 
会費は,毎月 3,400 円～ 

商売に役立つ｢商工新聞｣毎週発行､月 500 円 

２月…３日、１０日、１７日、２４日

３月…３日､１０日 
以後､毎週月曜日

☎５８７-２２１１ Fax５８７-４２５３
E メール hamakitaminshou@ka.tnc.ne.jp

午前１０時～午後５時 

 浜北民商会館 

２月 ８日(土) ９日(日) 

 ※３月１日（土）２日（日）も開催します。 

顧問弁護士の 

無料｢法律相談｣ 
２月２１日(金)、３月２８日(金)

午後１時～４時 浜北民商 
※事前にお申し込みください 

午前１０時～１２時 

 浜北民商会館 

｢安く、楽しく、安心｣な記帳 

｢自分で記帳｣することで、経営とくらし、税金対策

の力になります。パソコン会計や今年 1 月～白色

申告の記帳義務に対応できます。 

業者に心を寄せた税金･金融対策 
｢税務調査についての１０の心得｣｢税金・保険料の滞  

納処分から身を守る１０の対策｣があります。 

  金融機関と 1 月１６・１７日に交渉・懇談し、条件

変更や融資への対応が変わらないことを確認。 

民商は、業者･国民が主人公です 
 会員の会費で運営されているからです。 

電話の相談も 

応じます 
 
 
 
 
 
 
 
０５３-５８７-２２１１

なんでも相談会

民商は、こんなところ

ご注意！ 
 年金収入が 400 万円以下

の方は、申告しない場合､ 

税金の負担が増えたり、税金

が戻らないことがあります。 

ご相談は民商へ。 


